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平成２１年度京都府食品衛生監視指導計画の実施結果

京都府健康福祉部生活衛生課

『平成２１年度京都府食品衛生監視指導計画』に基づき、平成２１年４月１日から平成２２

年３月３１日までの１年間に本府が実施した食品衛生監視指導結果を、次のとおりお知らせし

ます。

１ 営業施設等の監視指導結果

食品事業者の業種ごとに、製造・調理・流通・販売される食品の流通の広域性、施設の規模、

食品の規格や特徴等を考慮して、監視指導回数を定めて実施しました。

延べ１３，９２４施設に食品衛生監視員が立入りし、衛生管理基準、施設基準の遵守徹底の

指導、違反・不良食品等の排除、適正表示の点検等を実施し、必要に応じて、施設の拭き取り

検査、食品の収去検査等を実施し、科学的根拠に立脚した衛生指導を行いました。

重点施設 それ以外の施設 総監視指導件数

７，０５２件 ６，８７２件 １３，９２４件

２ 食品等の検査の実施結果

ＪＡ本支店、市場、食品製造施設、食品販売施設等から検体を採取し、保健環境研究所及び

各拠点保健所（山城北、南丹、中丹西保健所）で、検査計画に基づき理化学的検査及び微生物

学的検査を実施しました。

府内産の農畜水産物をはじめとした、１，７０９検体において、２４，８４３検査項目につ

いて検査した結果、府内で製造された牛乳で大腸菌群が検出されたもの、乳脂肪分の成分規格

を満たさないものがそれぞれ１件づつ確認されましたが、直ちに流通調査、健康被害の有無及

び施設調査を行い、原因究明、再発防止対策を実施しました。

なお、これら事案において健康被害の発生は確認されませんでした。

また、食中毒等事件発生時には、拠点保健所を中心に、糞便、吐物、残食、施設の拭取り等

の細菌検査やウイルス検査等の緊急検査を即時的確に実施し、科学的根拠に立脚した事件対応

を行い、迅速かつ徹底した原因究明に努めました。

実 施 数

検 体 数 １，７０９件 （計画数 １，５１５件）

通 常 検 査
検査項目数 ２４，８４３件 （計画数 ２６，０７０件）

検 体 数 １，２１１件
緊 急 検 査

検査項目数 ４，０３１件
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（次ページに続く）
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国産/輸入の別 検査項目 検体数
検査
項目数

違反等
発見数

農畜水産物 農産物 国産品（府内産） 生鮮品 なす 残留農薬 6 660 0

かぶ 6 660 0

きゅうり 6 660 0

甘藷 6 660 0

こまつな 4 440 0

きょうな（みずな） 6 660 0

茶 10 1,100 0

いちじく 5 550 0

しゅんぎく 4 440 0

みぶな 4 440 0

とうがらし・万願寺 6 660 0

玄米 7 770 0

ねぎ 4 440 0

枝豆・紫ずきん 6 660 0

ベビーフード原材料
(いんげん豆、小豆)

2 220 0

生鮮品 なす 環境汚染物質 6 72 0

かぶ （内分泌撹乱物質） 6 72 0

きゅうり 6 72 0

甘藷 6 72 0

こまつな 4 48 0

きょうな（みずな） 6 72 0

茶 10 120 0

いちじく 5 60 0

しゅんぎく 4 48 0

みぶな 4 48 0

とうがらし・万願寺 6 72 0

玄米 7 84 0

ねぎ 4 48 0

枝豆・紫ずきん 6 72 0

ベビーフード原材料
(いんげん豆、小豆)

2 24 0

輸入品 生鮮品 ねぎ 残留農薬 5 900 0

枝豆 4 720 0

ベビーフード原材料
（しいたけ）

1 180 0

小豆 5 900 0

さやいんげん 6 1,080 0

とうもろこし 6 1,080 0

ブロッコリー 6 1,080 0

かぼちゃ 5 900 0

パプリカ 4 720 0

にんにくの芽 2 360 0

ほうれんそう 2 360 0

オクラ 2 360 0

さといも 1 180 0

グリーンピース 1 180 0

ねぎ 環境汚染物質 5 60 0

枝豆 （内分泌撹乱物質） 4 48 0

ベビーフード原材料
（しいたけ）

1 12 0

小豆 5 60 0

さやいんげん 6 72 0

とうもろこし 6 72 0

ブロッコリー 6 72 0

かぼちゃ 5 60 0

パプリカ 4 48 0

平成２１年度食品等の検査結果

食品等の種別 検査対象食品
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国産/輸入の別 検査項目 検体数
検査
項目数

違反等
発見数

にんにくの芽 2 24 0

ほうれんそう 2 24 0

オクラ 2 24 0

さといも 1 12 0

グリーンピース 1 12 0

小麦粉(学校給食) 残留農薬 1 180 0

（国産・輸入原材料混合）
環境汚染物質
（内分泌撹乱物質）

1 12 0

肉類 牛肉 国産品（府内産） 筋肉
残留動物用医薬品
（ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質）

20 60 0

鶏肉 国産品（府内産） 筋肉
残留動物用医薬品
（ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質）

20 60 0

筋肉
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

17 17 0

輸入品 筋肉
残留動物用医薬品
（合成抗菌性物質）

5 5 0

筋肉
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

8 8 0

豚肉 輸入品 筋肉
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

10 10 0

卵類 国産品（府内産） 鶏卵 細菌検査 15 30 0

国産品（府内産） 鶏卵
残留動物用医薬品
（ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質）

15 45 0

国産品（府内産） 液卵等 細菌検査 20 60 0

乳類 国産品（府内産） 牛乳 規格基準 10 60 2

乳酸菌飲料 10 20 0

魚介類 国産品（府内産） ﾏｶﾞｷ ｳｲﾙｽ検査 8 8 0

ｲﾜｶﾞｷ ｳｲﾙｽ検査（ﾉﾛｳｲﾙｽ） 4 4 0

ﾏｶﾞｷ 麻痺性貝毒 8 8 0

ｱｻﾘ 麻痺性貝毒 2 2 0

養殖魚
残留動物用医薬品
（抗生物質）

5 15 0

国外原料原産地 ｴﾋﾞ
残留動物用医薬品
（抗生物質）

10 30 0

加工食品等 国産品（府内産） 魚肉ねり製品 規格基準 10 10 0

国産流通品 ﾚﾄﾙﾄ食品 規格基準 10 20 0

国産品（府内産）
国産流通品

魚肉ねり製品 食品添加物（保存料） 10 10 0

国産流通品 そうざい、漬物 食品添加物（保存料） 15 15 0

国産品（府内産）
国産流通品

食肉製品 食品添加物（保存料） 10 10 0

国産品（府内産）
国産流通品

食肉製品 食品添加物（発色剤） 10 10 0

国産品（府内産） ﾜｲﾝ 食品添加物（酸化防止剤） 8 8 0

国産品（府内産） 煮干し 食品添加物（酸化防止剤） 5 10 0

国産流通品 清涼飲料水 食品添加物（甘味料） 5 5 0

国産流通品 乾燥果実 食品添加物（漂白剤） 10 10 0

輸入品 うなぎ蒲焼き
抗生物質
（合成抗菌性物質）

5 5 0

輸入品 冷凍加工食品 残留農薬 10 570 0

輸入品 冷凍加工食品 細菌検査 34 68 0

国産品
（府内産・流通品等）

弁当、そうざい等 細菌検査 1,060 3,694 0

新開発食品 輸入品
穀粒
加工品

ﾄｳﾓﾛｺｼ 組換え遺伝子 10 10 0

輸入品 穀粒 大豆 組換え遺伝子 5 5 0

その他 器具容器包装 国産流通品 紙製容器包装 蛍光物質 29 29 0

その他の食品 国産流通品 健康食品 医薬品成分 10 116 0

合計 1,709 24,843 2

食品等の種別 検査対象食品
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原産国 検査項目 検体数
検査
項目数

違反等
発見数

農畜水産物 農産物
生鮮、冷凍
品

ねぎ 中国 残留農薬 5 900 0

枝豆 中国、タイ、台湾 4 720 0

ベビーフード原材料
（しいたけ）

中国 1 180 0

小豆 中国 5 900 0

さやいんげん タイ、中国 6 1,080 0

とうもろこし アメリカ、タイ 6 1,080 0

ブロッコリー 中国、エクアドル、アメリカ 6 1,080 0

かぼちゃ 中国、ニュージーランド 5 900 0

パプリカ 韓国、ニュージーランド 4 720 0

にんにくの芽 中国 2 360 0

ほうれんそう 中国 2 360 0

オクラ 中国 2 360 0

さといも 中国 1 180 0

グリーンピース アメリカ 1 180 0

小麦粉 カナダ、アメリカ 1 180 0

ねぎ 中国 環境汚染物質 5 60 0

枝豆 中国、タイ、台湾 （内分泌攪乱物質） 4 48 0

ベビーフード原材料
（しいたけ）

中国 1 12 0

小豆 中国 5 60 0

さやいんげん タイ、中国 6 72 0

とうもろこし アメリカ、タイ 6 72 0

ブロッコリー 中国、エクアドル、アメリカ 6 72 0

かぼちゃ 中国、ニュージーランド 5 60 0

パプリカ 韓国、ニュージーランド 4 48 0

にんにくの芽 中国 2 24 0

ほうれんそう 中国 2 24 0

オクラ 中国 2 24 0

さといも 中国 1 12 0

グリーンピース アメリカ 1 12 0

小麦粉 カナダ、アメリカ 1 12 0

肉類 筋肉 鶏肉 ブラジル
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

8 8 0

ブラジル、タイ 抗菌性物質 5 5 0

豚肉 アメリカ、カナダ
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

10 10 0

魚介類 エビ
ベトナム、インド、ミャンマー、イ
ンドネシア

抗生物質 10 30 0

加工食品等 うなぎ蒲焼き 中国、台湾 合成抗菌性物質 5 5 0

乾燥果実 アメリカ、フィリピン 漂白剤 3 3 0

冷凍加工食品 中国 残留農薬 7 399 0

冷凍加工食品
中国、タイ、台湾、アメリカ、エク
アドル

細菌検査 34 68 0

新開発食品
穀粒
加工品

ﾄｳﾓﾛｺｼ アメリカ、ニュージーランド 組換え遺伝子 10 10 0

穀粒 大豆 アメリカ、カナダ 5 5 0

その他の食品 健康食品 中国 医薬品成分 2 22 0

合計 201 10,357 0

食品等の種別 検査対象食品

平成２１年度輸入食品等の検査結果（再掲）



３ ＢＳＥ検査及び食鳥検査の結果

府内２カ所の食肉センター（亀岡市、福知山市）に搬入されるすべての牛についてＢＳＥ検

査を実施した結果、すべて陰性であることを確認しました。

検査実施数 検査結果
ＢＳＥ検査

１，０９０頭 すべて陰性

府内２カ所の大規模食鳥処理場（福知山市、京丹後市）で処理されるすべての食鳥について

食鳥検査を実施し、食品として不適と判断されたものについては廃棄処分としました。

検査実施数 廃棄数
食鳥検査

3,665,980羽 61,622羽

４ 食品衛生監視機動班の活動結果

保健所管轄地域の枠を越えて「食品衛生監視機動班」を編成し、ＨＡＣＣＰ承認施設、

広域流通食品製造施設、大量調理施設等延べ４３施設を対象に、重点的・集中的な監視指

導及び収去検査を実施し、必要な改善指導を行いましたが、すべての施設において、直ち

に食品衛生上問題となるものは認められませんでした。

ブロック 活動月日 主な営業種目 活動内容

6／ 9 飲食店営業他 Ｄ
南 部

7／ 7 飲食店営業他 Ｃ

7／10 乳処理業他 Ａ

7／17 飲食店営業 Ｆ

8／13 菓子製造業他 Ｄ

8／17 飲食店営業他 Ｉ

8／21 菓子製造業他 Ｃ

8／26 乳製品製造業他 Ａ

9／18 集団給食施設 Ｆ

9／29 菓子製造業 Ｃ

9／30 酒類製造業他 Ｃ

10／ 7 乳類製造業他 Ａ

10／ 8 飲食店営業他 Ｃ

10／21 飲食手営業 Ｄ

11／13 清涼飲料水製造業他 Ｃ
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11／25 食肉処理業他 Ｅ

12／15 食肉販売業他 Ｅ

12／15 飲食店営業他 Ｉ

12／22 乳処理業他 Ｃ

2／ 8, 2／ 9 乳処理業他 Ａ

5／23,5／29, 9／ 9 乳処理業他 Ｄ
中 部

7／ 9, 7／10, 7／21～24 飲食店営業 Ｉ

8／ 7 乳処理業 Ａ

8／19 めん類製造業他 Ｃ

10／22 乳処理業 Ａ

11／10～12, 11／19, 12／ 4 そうざい製造業他 Ｃ

11／10, 11／26～27, 飲食店営業他 Ｉ
12／ 3, 12／ 8, 12／10,
12／14, 12／17

12／ 8～12／11, 12／16 飲食店営業他 Ｉ

2／18 添加物製造業 Ｃ

6／30 飲食店営業 Ｃ
北 部

6／ 1～ 9／24 飲食店営業 Ｉ

7／13～16 食鳥処理業 Ｅ

8／ 3～ 5 豆腐製造業他 Ｉ

8／24～27 食鳥処理業 Ｅ

9／29～10／ 6 食鳥処理業 Ｅ

10／19～23 食鳥処理業 Ｅ

11／ 9～12 食鳥処理業 Ｅ

11／30～12／ 2 集団給食施設 Ｉ

12／ 7～10 食鳥処理業 Ｅ

1／25～28 食鳥処理業 Ｅ

2／23～26 食鳥処理業 Ｅ

3／ 4 清涼飲料水製造業 Ａ

3／ 9 菓子製造業 Ｃ

【活動内容の記号説明】

Ａ：ＨＡＣＣＰ承認施設のプラン遵守状況等の外部検証（近畿厚生局との合同立入）

Ｂ：ＨＡＣＣＰ承認予定施設の助言・指導・審査（近畿厚生局との合同立入）

Ｃ：大規模な食品製造施設の衛生状態等の立入監視

Ｄ：食中毒・苦情発生(回収等)施設への立入調査

Ｅ：と畜場、食鳥処理施設の衛生管理状況の立入指導

Ｆ：大規模集団給食施設における大量調理衛生管理マニュアル実施の把握及び衛生指導

Ｇ：広域流通食品製造施設の重点的監視

Ｈ：健康食品等問題となっている食品関連施設の実態調査

Ｉ：その他
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５ 食中毒事件発生時の対応

食中毒事件は９件発生し、うち営業として食品を提供した８施設について食品衛生法に基づ

く営業停止処分を行いました。

食中毒（疑いを含む）発生時にあっては、施設の管轄保健所を中心に原因施設の立入調査、

有症者の調査等を実施し、拠点保健所及び保健環境研究所において検査を実施するなど、関係

機関が緊密に連携し、健康被害の拡大防止、発生原因の究明に迅速かつ的確に対応しました。

なお、他に府内の施設が関係する有症苦情の報告が２０件あり、４３名に対し行動調査、検

便、喫食調査等を実施しましたが、いずれの事案も食中毒事件との断定には至りませんでした。

また、京都市内及び府外の施設が関係する有症苦情や食中毒（疑いを含む）事件が発生し、

患者が府内に所在する場合にあっては、原因施設を所管する自治体からの調査依頼に基づき、

患者の行動調査、検便、喫食調査等を実施しております。

平成２１年度については３４件、２２９名の調査を実施しました。

６ 食中毒予防講習会（ノロウイルス等対策）

ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎について、学校や社会福祉施設などの集団発生の

リスクが高い施設の従事者を対象とした衛生講習会を開催するなど、関係者に対する予防啓発

や注意喚起を行いました。

実 施 回 数 １０３回

参加施設数 ３，００９施設

参 加 人 数 ５，７３１人

リーフレット配布 ６，０００部
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発病月日
保健所受
理年月日

原因施設
所 在 地

摂 食 者
数

患 者 数
入 院 者
数

死 者 数
（ 再 掲 ）

原 因 食 品病 因 物 質原 因 施 設摂 食 場 所

H21.6.3 H21.6.5 宇治市 20 11 6 0 不明 ｻﾙﾓﾈﾗ属菌 事業所食堂
事業所食
堂

H21.7.5 H21.7.10 宇治市 24 12 0 0
7月4日に提供
された食事

カンピロバク
ター

飲食店 同左

H21.7.8 H21.7.10 南丹市 19 11 0 0 不明 セレウス菌 飲食店 同左

H21.7.23 H21.7.27 亀岡市 58 30 0 0
7月23日に提
供された弁当

ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
飲食店（弁
当）

家庭

H21.8.24 H21.9.2 木津川市 5 3 0 0
8月23日に提
供された食事

腸管出血性大
腸菌Ｏ１５７

飲食店 同左

H21.9.12 H21.9.13 舞鶴市 11 9 1 0
９月１２日に提
供された食事

不明
飲食店（旅
館）

同左

H22.2.3 H22.2.5 綾部市 5 4 0 0
2月2日に提供
された弁当

ノロウイルス
飲食店（弁
当）

集会所

H22.2.9 H22.2.12 京丹後市 26 16 0 0
2月8日に提供
された食事

ノロウイルス
飲食店（宿
泊所）

同左

H22.3.14 H22.3.16 宇治市 14 9 0 0
3月12日に提
供された宴会
料理の生ガキ

ノロウイルス 飲食店 同左

182 105 7 0合計



７ 食中毒予防推進強化期間の取組結果（７月１日～９月３０日）

７月１日から９月３０日までを「食中毒予防推進強化期間」と定め、府内で製造、流通又は

販売される食品の安心・安全確保を図るため、関係部局と緊密に連携を図りながら、食品の衛

生的な取扱い、不良食品の排除、適正な表示の実施等について、府内の大規模食品製造施設を

はじめ、食品関係営業者に対する監視指導を強化しました。

また、(社)京都府食品衛生協会（以下、食品衛生協会という。）の協力を得て、食品衛生推

進員等と連携・協働し、府民に対する広報活動等を行うことにより、食品衛生思想の普及・啓

発活動を実施し、夏期における食中毒の予防対策や一層の食品衛生の向上を図るための取組み

を行いました。

（１）重点的取組事項

・ 広域流通食品業者に対し自主衛生管理と法令遵守の推進

・ フードスタンプ、ＡＴＰ測定を活用した厨房等の汚染状況の点検・指導

・ 不適正な表示の排除のための監視指導、講習会の実施

・ 街頭啓発等（啓発資材の配布、街頭パレード）

・ 食品衛生監視機動班による重点的監視指導

・ 食品衛生推進員等との連携による自主衛生管理の推進等

・ 集団給食施設、敬老会への食事提供施設に対する監視指導

・ 食肉を生で提供する施設及び客自らが生肉を調理する施設に対する重点的監視

（２）監視指導

ア 許可を要する施設の監視指導

のべ２，９１３施設の監視指導を実施した結果では、うち６事業者を食品衛生法違反

で行政処分（営業停止（５）、回収命令（１））を行いました。

その他の施設については、食品衛生上の重大な問題はありませんでしたが、食品衛生

監視員が監視指導票による文書指導を行い、後日改善状況を確認しました。

行政処分件数 違反の内容

６件 ・カンピロバクターによる食中毒の発生
・セレウス菌による食中毒の発生
・サルモネラ菌属による食中毒の発生
・腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒の発生
・原因不明の食中毒の発生
・残留農薬の基準超過（輸入食品）

イ 許可を要しない施設の監視指導

のべ１，２３４施設の監視指導を実施しました。

学校や社会福祉施設等の集団給食施設に対し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平

成９年３月２４日付け衛食第８５号厚生省生活衛生局長通知）に基づく監視指導を実施

しており、学校給食施設にあっては、市町村教育委員会等と緊密な連携のもと取り組み

ました。
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ウ フードスタンプ、ＡＴＰ測定による検査

食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等と連携・協働して、飲食店を中心に巡

回し、従事者の手指、調理用具、厨房設備等の細菌汚染の状況を、フードスタンプ及び

ＡＴＰ測定を利用して確認しました。

フードスタンプで食中毒菌が検出された施設、ＡＴＰ測定で汚染度が高かった施設に

対して衛生指導を行いました。

実施件数 指導件数

６，９５１件 ２３６件

フードスタンプ：検査対象を培地に接触させて一定期間培養し、微生物の発生状況により汚染度を評

価する検査方法

Ａ Ｔ Ｐ 測 定：微生物が体内にエネルギー源として持っているＡＴＰを、調理器具などの拭き取り

により測定することで、汚染度を評価する検査方法

エ 食品表示の点検

食品衛生監視員が広域振興局農林商工部職員、食品衛生推進員「京の食“安全見はり

番”」等と連携し、大規模小売店舗を中心に、食品販売施設で食品表示の一斉点検を実

施しました。

国産品１１，３３４件、輸入品１，０３０件の表示を確認したところ、国産品３件、

輸入品３件に食品衛生法上不適切な表示が発見されました。それらの内容は、添加物表

示や、アレルギー表示の記入漏れであり、文書指導、口頭指導により直ちに改善を指導

しました。なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。
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オ アレルギー食品、遺伝子組換え食品関係施設の監視指導

のべ７９施設の加工食品製造施設に対して、アレルギー食品の混入防止措置、原材料

の取扱い状況、製品の表示との整合性等を確認した結果、製品の表示もれが１施設（２

食品）で確認されました。この施設には、直ちに文書指導を行い、改善処置の状況を確

認しました。（エ 食品表示の点検記載事項と同一案件）

また、遺伝子組換え食品の適正表示を確認するため、１０施設について原材料の履歴

及び取扱状況の確認をしましたが、いずれの施設においても問題は認められませんでし

た。

監視指導施設数 指導施設数

アレルギー食品表示に係る監視指導 ７９件 １件

遺伝子組換え食品表示に係る監視指導 １０件 ０件

10

確認
件数

違反
件数

確認
件数

違反
件数

1,220 0 242 0

385 0 60 0

1,152 0 333 0

507 0 16 0

262 0 0 0

343 0 0 0

256 0 29 0

213 0 2 0

38 0 0 0

405 0 0 0

55 0 0 0

617 0 5 0

5 0 0 0

364 0 95 3 添加物 口頭指導、文書指導

175 0 64 0

250 0 0 0

406 0 14 0

157 0 0 0

2,485 1 0 0 添加物 文書指導

1,075 2 0 0 アレルギー表示 文書指導

冷凍食品

無加熱摂取冷凍食品 66 0 0 0

凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 168 0 70 0

凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 138 0 15 0

生食用冷凍鮮魚介類 77 0 0 0

136 0 54 0

260 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 0 0 0

82 0 13 0

7 0 0 0

4 0 0 0

0 0 18 0

11,334 3 1,030 3

期間中の表示点検実施件数とりまとめ

漬物

（上記以外の）野菜･果物の加工品

弁当

アイスクリーム類･氷菓

穀物

めん類

菓子類

措置内容食品の種類

もち

（上記以外の）穀類加工品

生鮮野菜及び果物

缶詰･びん詰め食品

そうざい及びその半製品

豆腐及びその加工品

野菜果物乾燥品及び加工品

輸入品
違反内容

合計

魚介類

魚介類加工品

食肉

食肉製品及び食肉加工品

卵及びその加工品

乳

水

添加物及びその製剤

器具及び容器包装

おもちゃ

国産品

調味料

その他の食品

乳製品及び乳類加工品

清涼飲料水

酒精飲料

氷雪



カ 輸入食品（冷凍ポテト）の回収指導

検疫所のモニタリング検査で、府内の事業者が輸入した「中国産冷凍ポテト」から

基準値を超える残留農薬が検出されたため、食品衛生法違反として違反品約５トンの

回収を命令しました。

【京都府の対応】

・ 輸入業者から始末書・報告書の徴収、再発防止の厳重指導

・ 流通先自治体（２県市）に流通状況の現地調査・調査結果報告を依頼

・ のべ３卸・販売店に違反品の回収を指示

・ 違反品の回収、廃棄の状況を確認

・ 厚生労働省への措置状況等の報告

（３）収去（抜き取り）検査の実施（「２ 収去検査の実施状況」の再掲）

各保健所の食品衛生監視員が、販売店等から弁当、そうざいを中心に、食品製造施設か

ら食品原材料や中間製品等を収去し、拠点保健所で細菌検査を中心に検査を実施しました。

いずれも食品衛生法上問題となる食品はありませんでした。

実施件数 要指導件数

国産１４６検体 ０件

（４）事業者等の衛生教育

各保健所の食品衛生監視員が講師として出向き、食中毒予防、食の安心・安全、事業所

の衛生管理等をテーマに講演、意見交換、質疑応答等を実施しました。

対 象 実施回数 参加人数

事業者 ２１回 １，６９６名

消費者 ６回 １３２名

従事者 ２８回 １，２９５名

その他 １４回 １，０２７名

合 計 ６９回 ４，１５０名
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（５）府民広報

新聞、市町村広報紙等への食中毒予防啓発記事の掲載、街頭での啓発資材の配布等によ

り、消費者を中心に広く食中毒に対する注意喚起を行いました。

また、食品関係事業者を対象に各協会・組合広報紙を活用し、食中毒好発期における食

品の衛生的取扱いの徹底を求めました。

方 法 発行部数等 備 考

新 聞 ５５５，８００部

市町村広報紙 ２０４，８００部 食中毒予防啓発記事の掲載、連載

保健所広報紙 １２，２００部

その他 啓発資材 ２，６００枚 チラシ

関係衛生協会紙等 ３，４００部

公用車（啓発看板） ５保健所

（６）「食中毒注意報」の発令

期間中、財団法人日本気象協会に委託して気温・湿度等の気象データを調査解析し、食

中毒が発生しやすい気象条件と判断される場合は、「食中毒注意報」を発令し、各保健所、

府教育委員会、食品衛生協会、報道機関等を通じて関係各機関及び営業者に周知していま

す。

平成２１年度については、以下のとおり計３回「食中毒注意報」を発令しました。

食中毒注意報 発令月日（発令時間） 発令状況

南部（２回） 北部（１回）

第 １ 号 ７月１６日 ９６時間 ○

第 ２ 号 ８月１４日 ７２時間 ○

第 ３ 号 ８月２０日 ９６時間 ○

８ 食品、添加物等の年末一斉取締の取組結果（１２月１日～１２月２８日）

年末の繁忙期においては、多種・多様な食品が広域的かつ大量に流通するため、食品等の製

造、加工、調理、運搬、保存時における取扱いが粗雑かつ不衛生になりやすいことから、食品

の衛生的な取扱いや添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示の実施について効率的

かつ集中的に監視指導を行うことにより、食品等に起因する危害の発生防止及び食品等の安全

性の確保を図りました。
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（１）重点的取組事項

・ ノロウイルス予防対策講習会の開催及び予防啓発

・ フードスタンプ、ＡＴＰ測定を活用した厨房等の汚染状況の点検・指導

・ 食品衛生監視機動班による重点的監視指導

・ 不適正な表示の排除のための監視指導・講習会の実施

・ 食品衛生推進員等との連携による自主衛生管理の推進等

・ 集団給食施設従事者及び府民への衛生講習会の実施

（２）監視指導結果

ア 許可を要する施設の監視指導

のべ１，２２９施設に立入検査を実施した結果、直ちに健康被害に結びつく食品衛

生上重大な事案はありませんでしたが、９施設に不適切な事案が発見されました。該

当施設については、食品衛生監視員等が監視指導票等による文書指導を行い、改善措

置の状況を確認しました。

改善指導件数 改善確認件数

９件 ９件 表示の改善(6件)、保管状態の改善等(3件)

イ 許可を要しない施設の監視指導

のべ４０８施設に立入検査を実施しましたが、不適切な事案は認められませんでし

た。

なお、給食施設については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２

４日付け衛食第８５号厚生省生活衛生局長通知）に基づく監視指導を実施しており、

学校給食施設にあっては、市町村教育委員会と緊密な連携のもと取り組みました。

ウ フードスタンプ、ＡＴＰ測定による検査

期間中、食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等と連携・協働して、飲食店を

中心に巡回し、従事者の手指・衣服、調理用具、厨房設備等の細菌汚染状況を、フー

ドスタンプ及びＡＴＰ測定を利用して確認しました。

実施件数 指導件数

４１６件 １６件

エ 食品表示の点検

食品衛生監視員が、広域振興局農林商工部（ＪＡＳ法、景品表示法担当）食品衛生

推進員「京の食“安全見はり番”」、等と連携して、大規模小売店舗を中心に、食品販

売施設で食品表示の一斉点検を実施しました。

国産品７，４２３件、輸入品６１０件の表示を確認したところ、国産品７件、輸入

品２件に食品衛生法上不適切な表示が発見され、違反食品のが発見された施設に対し、

口頭指導により直ちに適正表示に是正するよう指示しました。なお、これらによる健

康被害の発生は確認されませんでした。
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オ アレルギー食品、遺伝子組換え食品表示に係る監視指導

延べ１６１施設の加工食品製造施設に対して、アレルギー食品混入防止措置状況、

原材料の使用状況、製品の表示の整合性等を確認した結果、１施設に不適切な事案が

発見されました。この施設には、直ちに口頭指導を行い、改善措置の状況を確認しま

した。

また、遺伝子組換え食品の適正表示を確認するため、５１施設について原材料の履

歴及び取扱い状況を確認しましたが、いずれの施設においても問題は認められません

でした。

監視指導施設数 指導施設数

アレルギー食品表示に係る監視指導 １６４件 １件

遺伝子組換え食品表示に係る監視指導 ５１件 ０件
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確認
件数

違反
件数

確認
件数

違反
件数

669 1 85 0 製造者名 口頭指導

559 1 34 0 「生食用」である旨 口頭指導

776 1 61 0 製造者名 口頭指導

334 0 22 0

178 0 1 0

224 0 0 0

183 0 16 0

120 0 0 0

36 0 0 0

184 0 11 0

92 0 0 0

599 0 14 0

22 0 0 0

144 0 213 2 使用防ばい剤 口頭指導

152 0 41 0

207 0 0 0

394 0 16 0

31 0 0 0

1126 2 11 0 製造者名 口頭指導
825 2 0 0 アレルギー 口頭指導

冷凍食品 0

無加熱摂取冷凍食品 22 0 0 0

凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 82 0 40 0

凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 65 0 5 0

生食用冷凍鮮魚介類 20 0 5 0

81 0 30 0

97 0 0 0

21 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

86 0 0 0

93 0 5 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

7,423 7 610 2

添加物及びその製剤

器具及び容器包装

おもちゃ

国産品

調味料

その他の食品

乳製品及び乳類加工品

清涼飲料水

酒精飲料

氷雪

輸入品
違反内容

合計

魚介類
魚介類加工品

食肉

食肉製品及び食肉加工品

卵及びその加工品

乳

水

もち

（上記以外の）穀類加工品

生鮮野菜及び果物

缶詰･びん詰め食品

そうざい及びその半製品

豆腐及びその加工品

野菜果物乾燥品及び加工品

期間中の表示点検実施件数とりまとめ

漬物

（上記以外の）野菜･果物の加工品

弁当

アイスクリーム類･氷菓

穀物

めん類

菓子類

措置内容食品の種類



（３）収去（抜き取り）検査の実施（２の再掲）

各保健所の職員が、販売店等から弁当、そうざい等を、食品製造施設から食品原材料、

中間製品等を収去し、拠点保健所において検査を実施しましたが、いずれも食品衛生法上

問題となる食品はありませんでした。

実施件数 要指導件数

国産７８検体 ０件

（４）広報の実施結果

保健所広報紙への食中毒予防啓発記事の掲載、街頭での啓発資材の配布、集団給食施設

等の講習会などにより、最近多発傾向にあるノロウイルスによる食中毒をはじめとした注

意喚起や予防方法の指導を行いました。

また、食品関係事業者を対象に各協会、組合の広報紙を活用し、年末の繁忙期における

食品の衛生的取扱いの徹底を求めました。

方 法 発行部数等 備 考

保健所広報紙 ７，０００部 食中毒予防啓発記事の掲載、連載

その他 啓発資材 ６００部 チラシ

関係協会紙等 １，５００部 広報紙

（５）衛生教育の実施結果

各保健所の食品衛生監視員が講師として出向き、食中毒予防、食の安心・安全確保、事

業所の衛生管理等をテーマに講演、意見交換、質疑応答等を実施しました。

対 象 実施回数 参加人数

営業者 ３回 １９０名

従事者 ２回 ４０名

合 計 ５回 ２３０名
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９ 食の信頼確保セミナーの実施結果

広域に流通する食品の製造・販売を行う京都府内の事業者が、食の安心・安全を確保し、消

費者から信頼の得られる事業者をめざして、関係法令を尊重し守る精神を高める取組みや、自

主的な衛生管理の取組を更に推進させることを目的に「食の信頼確保セミナー」を３回実施し

ました。

本年度は、異物混入や食の取扱いの原点である『衛生管理』にポイントをあて、「効果的な

衛生管理や従業員教育のあり方」をテーマに実施しました。

開催年月日 開催地 参加者数 実施内容

22. 2.15 福知山市 ２４事業所 ◇講話「効果の上がる衛生管理と従業員教育の進め方」

２８名

講師 有限会社 食品環境研究センター

22. 2.25 城陽市 ２５事業所 代表 新蔵 登喜男 氏

３５名

◇意見交換「衛生管理を進める時に重要なこととは何か」

22. 3. 2 南丹市 １８事業所

３７名

10 リスクコミュニケーションの実施結果

食の安心・安全に関して、情報提供、知識の啓発、消費者・生産者・行政等の関係づくりを

推進するため、食の安心・安全推進課と連携し、意見交換会、セミナー、座談会を２２回開催

しました。

また、出前語らいでは、食中毒予防や衛生管理等をテーマに府内で５０回専門職員を派遣し

ました。

（１）きょうと食の安心・安全意見交換会の開催

開 催 参加者
年月日

テーマ 開催地
数

概 要

21. 7.17 適正な食品表示の確保について 京都市 １４名 ・京都府食の安心・安全行動計画

の概要について

・適正な食品表示の確保に向けた
京都府の取組について
・表示監視のための科学的分析技
術について

21.10. 9 茶の生産現場における安心・安全 宇治市 １９名 ・茶の一般知識及び京都の茶生産

の取組について 状況について

・茶の生産現場における安心・安

全の取組について

・茶業研究所茶園及び製茶工場視

察

21.12.21 畜産物の生産現場における安心・ 綾部市 １３名 ・京都の畜産概要について
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安全の取組について ・安心・安全な畜産物生産のため
の生産者の取組紹介
・安心・安全な畜産物生産技術及
び低コスト環境対策技術につい
て、試験研究機関の取組紹介
・酪農生産現場視察

22. 2.26 「平成22年度食品衛生監視指導計 京都市 １５名 ・京都府における食肉検査業務に

画（案）」について ついて

・「22年度計画（案）」について

（２）食の安心・安全セミナーの開催

開催年月日 開催地 参加者数 実施内容

21.10.29 大宮町 ７５名 ◆安心・安全な農と食づくりをめざして

講演「安心・安全な農と食づくりをめざして」

講師（株）農業法人ふるる代表取締役

21.11. 8 亀岡市 ４０名 ◆みんなで学ぼう考えよう 食の安心・安全

講演「安心を支える食品を見分ける技術」

講師（独）農林水産消費安全技術センター

神戸センター表示指導課主任調査官

21.11.17 城陽市 ６２名 ◆食品表示の適正化に向けて

講義「食品表示制度について」

講師 近畿農政局表示・企画課長

講演「消費者が食品表示に求めるもの」

講師（株）平和堂品質管理室長

演習「具体的な食品表示の作成方法について」

21.12. 1 綾部市 ８２名 ◆農薬について学びませんか

講演「食の安心と農薬（残留農薬に関する正しい情報）」

講師（社）緑の安全推進協会委嘱講師

22. 1.29 京都市 １１０名 ◆食の安心・安全セミナー

・「きょうと信頼食品登録制度」及び「京のブランド産品」

の概要説明

・試食をしながら、消費者と登録制度登録事業者及びブラ

ンド生産者が意見交換

（３）食の座談会の開催

地域 開催年月日 開催地 参加者数 実施内容

山城 21.11.24 向日市 １６名 ◇「食中毒事件等勉強会」
・新型インフルエンザの現状について
・成形肉による食中毒事件等について

22. 2.24 木津川市 ５８名 ◇「食の安心・安全について」
・消費者からのお話
「食の安心安全～施設調査に参加して～」
「食品製造施設における衛生管理について」

17



「消費者の立場で」
・衛生協会の事業取組（相楽食品衛生協会）
・保健所の取組（山城南保健所）

南丹 21. 8. 6 南丹市 ４５名 ◇南丹おいしい食の親子農業体験ツアー
21. 8.21 (6日) ・旬の野菜の収穫体験

４８名 ・養鶏場の見学
(21日) ・地元産食材を使った加工品作り

・楽しく学ぶ南丹地域の農業・畜産

21.10.24 南丹市 ３７名 ◇南丹地域食と農の体験ウォーク
・黒大豆枝豆の収穫体験
・生産者と消費者の交流・意見交換
・酪農家訪問・交流
・食料生産基地をウォーキング

中丹 22. 1.29 福知山市 計１５名 ◇座談会「大量調理施設における食の安心・安全の取組
について」

22. 2.17 ◇意見交換

22. 3. 1

丹後 22. 2.24 京丹後市 ２２名 ◇丹後の資源を活かした安心・安全な特産物生産と連携の
輪
・講演「自然循環農業推進のまち与謝野町」
・取組報告（農業改良普及センター、学校栄養教諭、消
費者）

（５）府職員出前語らい 専門職員派遣

対応・出講 実施回数 参加人数 テーマ

保 健 所 ６５回 ２，７８９名 「食中毒の予防について」、「手洗いの励行」、「食

品の安心・安全確保の推進について」、「保育所

の衛生管理について」 等

保健環境研究所 １５回 ４３７名 「食の安全を考える」、「食品の安全性について」、

「インフルエンザウイルスについて」 等

11 人材の養成及び資質の向上への取組結果

（１）厚生労働省が実施した研修会、講習会

専門職員研修会及び講習会に、５回（９名）が参加しました。

研修会等の名称 参加者 期間 目的

食品安全行政講習会 ３名 6／2～4 食品衛生行政の円滑な運営に関

する知識の修得

食品衛生検査施設信頼性確保 ３名 8／24 食品衛生検査施設における信頼

部門責任者等研修会 性確保に関する知識の習得

18



国立保健医療科学院研修 １名 1／12～2／12 指導的立場にある職員の専門的

食品衛生管理コース ・包括的知識の習得

食肉衛生技術研修会 １名 1／18～20 食肉検査に係る専門技術の習得

食鳥肉衛生技術研修会 １名 1／25～26 食鳥検査に係る専門技術の習得

（２）京都府が実施した研修会、講習会

府が主催する担当職員育成研修会及び講習会を２回（１７名）開催し、専門技術の向上

に努めました。

研修会等の名称 参加者 期間 目的

保健所試験検査担当者初任者 ６名 6／25～26 拠点保健所検査担当初任者等の

研修会 技能向上

保健所試験検査担当職員専門技術 １１名 3／ 4～5 拠点保健所検査担当者等の技能

研修会 向上

（３）その他の研修会、講習会

研修会及び講習会に１０回（５１名）参加しました。

研修会等の名称 参加者 期間 備考

全国食肉衛生検査所協議会 ２名 5／14～15 主催：全国食肉衛生検査所協議会

病理部会研修会 11／25～26

衛生微生物技術協議会 ５名 7／ 9～10 主催：衛生微生物技術協議会

近畿食品衛生監視員研修会 ２４名 8／27～29 主催：兵庫県、近畿食品衛生監視

員協議会

本府発表者：３名

全国食肉衛生検査所協議会 ２名 10／ 9 主催：全国食肉衛生検査所協議会

理化学部会研修会

地研細菌部会研究会 ４名 11／ 6 主催：地方衛生研究所全国協議会
近畿支部

食品衛生検査施設における業務管理 ４名 11／18 主催：近畿厚生局
に係る研修会

全国食品衛生監視員研修会 ３名 11／12～13 主催：厚生労働省、全国食品衛生

監視員協議会

全国食肉衛生検査所協議会 ３名 11／5 主催：全国食肉衛生検査所協議会

近畿ブロック技術研修会

全国食肉衛生検査所協議会 ２名 11／25 主催：全国食肉衛生検査所協議会

微生物部会研修会
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ＲＮＡ抽出セミナー ２名 11／25 主催：アプライドバイオシステム

ズ

12 京都府食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」の活動結果

営業者、消費者等からの相談や指導依頼に対応する日常の活動のほか、食中毒予防推進強化

期間及び年末一斉取締り時には保健所等と連携して営業施設・販売施設への立入調査等を実施

し、自主衛生管理の推進に積極的に取組みました。

活 動 内 容

１ 通常活動

(1) 営業者及び食品衛生責任者等への指導・相談活動

ア 巡回指導活動 １，９５６店

・自主衛生点検表のチェック及び指導・助言

・自主検査の推進（ＡＴＰ検査で汚れを測定）

イ 許可申請手続き、施設基準等の指導・助言 ４２３件

ウ 営業者からの食品衛生相談、助言 １４６件

エ 地域の催し（バザー、まつり等）、給食ボランティアへの指導 １，８０１件

・助言

(2) 消費者からの相談

ア 食品に関する相談窓口（正しい知識の普及、情報の提供） ３９８件

イ 講演会への講師活動 ２６件

２ 京都府の食の安心・安全確保対策への協力

(1) 食品事故、緊急時の施設調査及び情報調査 １１件

(2) 食中毒注意報発令時の施設等への連絡・啓発 各地域で実施

(3) 夏期・年末一斉立入指導に参加 ８８３件

３ その他の活動

(1) 推進員の情報交換、保健所との情報交換 各地域で実施

(2) 各種研修会等に参加 適宜実施

(3) 食に関する情報収集

(4) 食品衛生協会機関誌に活動を紹介

13 その他の取組（食品検査の信頼性確保）

食品衛生検査施設である保健環境研究所及び拠点保健所における食品等に関する検査の信頼

性を確保するため、「京都府食品検査等業務管理要領」に基づく業務管理、精度管理、内部点

検を行いました。

また、（財）食品薬品安全センター秦野研究所が実施する外部精度管理調査を受けました。

これらの取組により、府が実施する食品検査結果の信頼性の確保、向上に努めました。
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14 関係部局との連携状況

（１）国、自治体間の連携

全国食品安全自治ネットワークとの協働 ・ 会議（１回開催）
… 食品表示責任者制度（仮称）に関る意見交換等
各自治体提出議題の意見交換

・ 食品表示ハンドブック作成委員会（１回開催）
… 改訂版作成、活用状況報告等

全国自治体との連携 ・ 食品事故、食中毒等事件発生時の自治体間緊急連絡
体制による、夜間休日を含めた対応体制の構築・運用

近畿厚生局との連携 ・ ＨＡＣＣＰ承認施設への合同立入による監視指導の
実施（食品衛生監視機動班により計９回実施）

（２）府庁内、市町村等との連携

監視指導対象 連携先 連携対応事例

農 産 物 食の安心・安全推進課 ・府内産農産物の残留農薬検査結果、農薬使用履歴の共有
・府内産生鮮野菜の収去時にＪＡ、卸売市場に同行し、生産・

研 究 普 及 ブ ラ ン ド 課 流通の両面からの調査実施
・輸入農産物の残留農薬検査の情報提供
・卸売市場の監視指導

畜 産 物 畜 産 課 ・食肉等の残留動物用医薬品、薬剤耐性菌検査結果の情報提供
・学校給食用牛乳製造施設の監視指導
・生食用鶏卵の取扱いに関するＧＰセンターの監視指導
・サルモネラ、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌食中毒対策
のためのＧＰセンター併設養鶏場への立入調査、指導

・高病原性鳥インフルエンザ対策を目的とした、食鳥処理場へ
の鶏搬入農家に対する指導

・ＢＳＥ検査結果の情報交換

水 産 物 水 産 課 ・ノロウイルス対策のための生食用カキの表示指導
・漁連等に対するフグの適正取扱いの指導
・養殖魚等の残留動物用医薬品検査結果の情報提供
・コイヘルペスについて、ホームページ等を活用した注意喚起
・競り売り市場、漁協の監視指導

食品の表示 食の安 心 ・ 安全 推進 課 ・不適正な食品表示事例等について合同立入調査及び指導
・食中毒予防推進強化期間、年末一斉取締時の集中的合同立入

消費生 活 安 全セ ンタ ー 調査

学 校 給 食 畜 産 課 ・学校給食用原材料の遺伝子組換え食品、残留農薬に関する検
教 育 庁 保 健 体 育 課 査結果の情報提供
各 市 町 村 ・学校給食用牛乳製造施設の監視指導
（財）京都府学校給食会 ・市町村との合同立入調査及び指導

・大量調理施設マニュアルの遵守状況の点検

社会 福祉 施 設 給 食 健 康 福 祉 部 関 係 各 課 ・大量調理施設衛生管理マニュアルの遵守状況の点検
各 市 町 村 ・市町村との合同立入調査及び指導

病 院 給 食 健 康 福 祉 部 関 係 各 課 ・医療監視時に病院給食施設の立入調査を実施
・大量調理施設衛生管理マニュアルの遵守状況の点検
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※ 本実施結果に関するお問合せ先

京都府健康福祉部

生活衛生課 食品衛生担当

電 話 ： 0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 5 9

ファクシミリ ： 0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 8 0

電 子メール ： seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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